
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

２２ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）腸炎、偽膜性大腸炎及び

造血幹細胞移植（骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植）時の消化

管内殺菌以外に対する塩酸バンコマイシン散（バンコマイシン塩酸塩

散）の投与について 
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○ 取扱い 

 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）腸炎、偽膜性大腸炎及び造血幹

細胞移植（骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植）時の消化管内殺菌以外

に対する塩酸バンコマイシン散（バンコマイシン塩酸塩散）の投与は、原則と

して認めない。 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

塩酸バンコマイシン散（バンコマイシン塩酸塩散）の適応は、「ＭＲＳＡ感

染性腸炎、クロストリジウム・ディフィシルによる偽膜性大腸炎及び骨髄移植

時の消化管内殺菌」に特化されている。 

また、本薬剤は、通常、経口投与によってほとんど吸収されず、高い消化管

内濃度が得られるが、血中にはほとんど現れないことから、消化管以外の感染

症には用いられない。 

したがって、ＭＲＳＡ腸炎、偽膜性大腸炎及び造血幹細胞移植（骨髄移植、

末梢血幹細胞移植、臍帯血移植）時の消化管内殺菌以外での投与は、原則認め

られないと判断した。 
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